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医師の働き方改革の制度における

基本19領域の専門研修プログラム

で研修を行う医師への対応について



診療に従事する医師は、時間外・休日労働時間の上限時間について、
以下のいずれかの水準が適用されます。

水準 長時間労働が必要な理由 年の上限時間

A水準 （臨時的に長時間労働が必要な場合の原則的な水準） 960時間

連携B水準
地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算する

と長時間労働となるため
1,860時間

(各院では960時間)

B水準 地域医療の確保のため 1,860時間

C-1水準 臨床研修・専攻医の研修のため 1,860時間

C-2水準 高度な技能の修得のため 1,860時間

※月100時間未満の上限もあります（面接指導の実施による例外あり）。

複数の医療機関で勤務する場合は、労働時間を通算して計算する必要があります。

医師の健康を守る働き方 3



医療機関におけるＣｰ１水準の指定申請と医師への水準適用方法

臨床研修医

研修プログラムに沿った研修のため

に時間外・休日労働が年960時間を

超える雇用契約のある医師

専攻医※１

研修プログラム／カリキュラムに

沿った研修のために時間外・休日

労働が年960時間を超える雇用契約

のある医師

いない

いる

Ｃ-１水準の指定申請 適用可能な水準

いない

いる

不要

必要

2024年４月以降も「いる」

ことが想定される場合

不要

A

C-１A

B※２連携B※２ C-１A

B※２連携B※２A

Ｃ-１水準指定を受けた医療機関は、プログラム／カリキュラムに沿って研修及び業務を行う医師全員へ
Ｃ-１水準を適用させなければならないわけではない。

※２当該医療機関が連携Ｂ・Ｂの指定を受

けている場合に限り、専攻医へこれら

の水準を適用することは妨げられない。

過去実績
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※１ここでは、日本専門医機構の定める基本19領域の専門研修プログラム／カリ

キュラムに沿って専門研修を行う医師を指す。なお、日本専門医機構認定の

サブスペシャルティ専門医取得のための連動研修を可としている当該専門研

修プログラム／カリキュラムの研修を受けている医師はこれに含めるが、基

本19領域の専門研修プログラム／カリキュラムの研修を行わず（修了し）、

単に日本専門医機構認定のサブスペシャルティ専門医取得のための研修を行

う医師はこれに含めない。

必要

2024年４月以降も「いる」

ことが想定される場合



2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都

道

府

県

医

療

機

関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター
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時間外・休日労働時間の上限：

年間 1,860時間

月間100時間未満 / 年間1860時間は上限であり、
その労働時間を義務化するものではありません。

臨床研修医/専攻医の研修のため
・・・・・ ・・・・・・・・・

医療機関ごとに
各プログラムにおいて
想定される上限時間数が

明示されます。

明示された時間数と
適用される水準を確認し、
自分に合った研修病院を
選択しましょう。

C-1水準に長時間労働が必要な場合に

適用される

医師の労働時間の特別則 6



基本領域の専門研修における時間外・休日労働想定最大時間数の明示に関する様式

プログラム／カリキュラム内の、専攻医と雇用契約を締結する予定のすべての基幹施設、連携施設等の病院種別、所在都道府県、時間外・休日労働（年単位換算）の最大想定時間数、
おおよその当直・日直回数（宿日直許可が取れている場合はその旨）、及び前年度の時間外・休日労働の年単位換算実績を記入すること。
なお、この一覧を確認する医師にとって、わかりやすい記載に努めること。

病院名 種別 所在都道府県
時間外・休日労働
（年単位換算）
最大想定時間数※

専攻医に対して適用可能性のあ
る水準すべてに○を記載してく
ださい おおよその当直・日直回数

※宿日直許可が取れている場合はその旨を記載

参考
時間外・休日労働
最大時間数
（年単位換算）
前年度実績

Ａ 連携Ｂ Ｂ Ｃ-１

基幹

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

※ 想定時間数は、プログラム／カリキュラムに関連する労働時間数だけでなく、専攻医が実際に従事することが見込まれる労働時間数について、
前年度実績も踏まえ、実態と乖離することのないよう、適切に記載すること。

「医師の働き方改革の推進に関する検討会」の議論に基づき、
医療機関が本様式に関する入力を、日本専門医機構 JMSB Online System+ の一部を利用して行えるように、
日本専門医機構へご相談し、システムの一部改修を行わせていただきました。 7



専門研修プログラム／カリキュラムにおける時間外・休日労働想定最大時間数の記載様式

プログラム／カリキュラム内の、専攻医と雇用契約を締結する予定のすべての基幹施設、連携施設等の病院種別、所在都道府県、時間外・休日労働（年単位換算）の最大想定時間数、
おおよその当直・日直回数（宿日直許可が取れている場合はその旨）、及び前年度の時間外・休日労働の年単位換算実績を記入すること。
なお、この一覧を確認する医師にとって、わかりやすい記載に努めること。

病院名 種別 所在都道府県
時間外・休日労働
（年単位換算）
最大想定時間数※

専攻医に対して適用可能性のあ
る水準すべてに○を記載してく
ださい おおよその当直・日直回数

※宿日直許可が取れている場合はその旨を記載

参考
時間外・休日労働
最大時間数
（年単位換算）
前年度実績

Ａ 連携Ｂ Ｂ Ｃ-１

基幹

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

※ 想定時間数は、プログラム／カリキュラムに関連する労働時間数だけでなく、専攻医が実際に従事することが見込まれる労働時間数について、
前年度実績も踏まえ、実態と乖離することのないよう、適切に記載すること。

プログラムに専門研修施設として登録されている施設情報
が自動入力されている状態にする。
専攻医と雇用契約を締結しない施設は、入力者側の操
作で削除可能とする。

各基幹施設が入力を行う欄
本記載は任意記載ではあるが、都道府県がＣ-１水準の指定を行う際の指定根拠資料となる。
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専門研修プログラム／カリキュラムにおける時間外・休日労働想定最大時間数の記載様式

プログラム／カリキュラム内の、専攻医と雇用契約を締結する予定のすべての基幹施設、連携施設等の病院種別、所在都道府県、時間外・休日労働（年単位換算）の最大想定時間数、
おおよその当直・日直回数（宿日直許可が取れている場合はその旨）、及び前年度の時間外・休日労働の年単位換算実績を記入すること。
なお、この一覧を確認する医師にとって、わかりやすい記載に努めること。

病院名 種別 所在都道府県
時間外・休日労働
（年単位換算）
最大想定時間数※

専攻医に対して適用可能性のあ
る水準すべてに○を記載してく
ださい おおよその当直・日直回数

※宿日直許可が取れている場合はその旨を記載

参考
時間外・休日労働
最大時間数
（年単位換算）
前年度実績

Ａ 連携Ｂ Ｂ Ｃ-１

基幹

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

基幹以外

※ 想定時間数は、プログラム／カリキュラムに関連する労働時間数だけでなく、専攻医が実際に従事することが見込まれる労働時間数について、
前年度実績も踏まえ、実態と乖離することのないよう、適切に記載すること。

各基幹施設が入力を行う欄
本記載は任意記載ではあるが、都道府県がＣ-１水準の指定を行う際の指定根拠資料となる。

この欄には以下のタブを設定する
※副業・兼業先も通算した上での時間
数を選択する。

≦960時間（時間数入力不要）
960時間＜（時間数入力は必須）

デフォルトは「≦960時間」が入力されて
おり、右列「Ａ」の列に〇が自動的に
入っている状態としたい。「960時間＜」
を入力者が選択した場合、時間数入力
欄が出現するほか、右列「Ａ」の列にデ
フォルトで入力されている〇が自動で消
え、「連携Ｂ」「Ｂ」「Ｃ-１」の列には、
入力者が〇を入力必須としたい。

≦960時間 〇

960時間＜
時間数：1200時間

≦960時間

≦960時間

〇

〇

〇〇

〇
960時間＜

時間数：1000時間

≦960時間 〇

≦960時間

≦960時間

〇

〇

960時間＜
時間数：1200時間 〇

〇
960時間＜

時間数：1000時間

9
医療機関が本様式に関する入力を、日本専門医機構 JMSB Online System+ の一部を利用して行えるように、
日本専門医機構へご相談し、システムの一部改修を行わせていただきました。



「基本領域の専門研修プログラム」と「労働時間登録」の切り分け

基本領域プログラム労働時間登録の流れ
（基本領域学会の承認行為を挟まず、また、日本専門医機構による労働時間数等の審査はなく、入力のみ）

基本領域学会へプログラムを登録する際に、機構システムを利用
していない医療機関であっても、機構システム上で入力いただく。

Point

連携施設名を医療機関が手入力するのは手間が多いため、前年度にシステムで
取り込んだ連携施設の情報（名称等）を利用できるするようシステムを組む。

10

機構システムで入力



「労働時間・水準」の

実際の入力手順について



①ログイン画面

ユーザーＩＤをお忘れの際は、
URL： https://jmsb.or.jp/contact_kenshu/

までお問い合わせください。
なお、対応には1～２週間を要する場合がございます。

https://sys.jmsb.or.jp/trainingProgram/html/login.html
（統括責任者の方のログイン先です）

パスワードをお忘れの方は
こちら
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このスライド以降の「労働時間・水準」の操作でご不明な点が生じた場合は、

厚生労働省 医政局 医事課 医師等医療従事者働き方改革推進室

まで電話でご連絡ください。

なお、本操作以外の医師の働き方改革関連のお問合せにつきましては、

内容に応じて、

各都道府県医療勤務環境改善支援センター等を

ご紹介させていただきます。

また、「労働時間・水準」以外の操作説明・質疑対応は、

厚生労働省では承っておりません。

担当が不在の場合は悪しからずご了承ください。

TEL：03-3595-2232（直通）



②ログイン後のトップ画面（マイページ）

一番下までスクロールすると緑色のアイコン
「労働時間・水準」がございます



②ログイン後のトップ画面（マイページ）



③「労働時間・水準」の画面

「最新の施設情報から取得」
をクリックしてください。



③「労働時間・水準」の画面

最新の施設情報が取り込まれ、
「労働時間・水準」の入力様式が表示されます。



③「労働時間・水準」の画面

１行目は基幹施設です。



③「労働時間・水準」の画面

２行目以降は基幹施設以外の施設です。



③「労働時間・水準」の画面

時間外・休日労働（年単位換算）最大想定時間数

はデフォルトで
「960時間以下」「A」が選択されています。



③「労働時間・水準」の画面（Ａ水準を専攻医へ適用することを予定している医療機関）

専攻医へＡ水準のみを適用する予定の医療機関は、
操作は不要です。



③「労働時間・水準」の画面（Ａ水準を専攻医へ適用することを予定している医療機関）

最大100文字まで
（文章を書くことができます）

最大４桁まで

可能であれば
新専攻医への情報提供目的に、

おおよその当直・日直回数や
時間外・休日労働最大時間数の
前年度実績をご記入ください。
（前年度実績が無い場合は空欄で可です）



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１水準指定・専攻医への適用を予定している医療機関）



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１水準指定・専攻医への適用を予定している医療機関）

Ｃ-１水準の指定を予定している医療機関は、
「960時間超」を選択し直し、
時間数を入力してください。



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１水準指定・専攻医への適用を予定している医療機関）

Ｃ-１水準の指定や、専攻医へのＣ-１水準の適用を
予定している医療機関は、

「Ｃ-１」を選択し直してください。



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１水準指定・専攻医への適用を予定している医療機関）

専攻医にＣ-１水準以外に、
A・連携Ｂ・Ｂ水準を適用する可能性がある場合は、
「Ａ」や「連携Ｂ」や「Ｂ」も選択してください。

（複数選択が可能です）



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１水準指定を予定している医療機関）

可能であれば
新専攻医への情報提供目的に、

おおよその当直・日直回数や
時間外・休日労働最大時間数の前年度実績

をご記入ください。

最大100文字まで
（文章を書くことができます）

最大４桁まで



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１ではなくＢや連携Ｂ水準を専攻医へ適用する医療機関）

専攻医へＣ-１水準の適用を予定せず、
連携ＢやBを適用する可能性がある場合は、
「連携Ｂ」や「Ｂ」を選択してください。

（複数選択が可能です）
「連携Ｂ」や「Ｂ」へのチェックが漏れていても、当該医療機関がＢや連携Ｂの

指定を受けている場合は、専攻医に対して適用できますが、
新専攻医への適切な情報提供目的に、できる限りチェックをお願いします。



③「労働時間・水準」の画面（Ｃ-１ではなくＢや連携Ｂ水準を専攻医へ適用する医療機関）

最大100文字まで
（文章を書くことができます）

最大４桁まで

可能であれば
新専攻医への情報提供目的に、

おおよその当直・日直回数や
時間外・休日労働最大時間数の前年度実績

をご記入ください。



③「労働時間・水準」の画面（入力完了→登録する）

入力がすべて終了したら、右下の
「登録する」をクリックしてください。



確認が終了したら、右下の
「確定」をクリックしてください。

一度確定後も、何度も上書き（修正）は可能です。
新専攻医の募集が始まると、
上書き（修正）はできません。

③「労働時間・水準」の画面（確認画面→確定）



「登録しました」のポップアップ画面が表示されるので
「ＯＫ」をクリックしてください。

③「労働時間・水準」の画面（確認画面→確定）



参考：日本専門医機構・都道府県・学会・申請医師（新専攻医）が閲覧する画面

この「労働時間・水準」の入力内容は、
日本専門医機構のプログラム審査に
含まれるものではありません。

日本専門医機構・都道府県・学会・申請医師（新専攻医）は、
この画面を閲覧することができます。



今後のスケジュール



今後のスケジュール

◼ 入力締切：C-１水準指定を受ける医療機関の情報は、９月中には入力を終えてください。
・都道府県における指定申請に係る協議会の関係で、Ｃ-１水準指定を受ける医療機関の情報は、
令和５年９月中には入力を終えてください。

・Ｃ-１水準以外を専攻医へ適用予定の医療機関の情報も、新専攻医の募集開始日（例年では11月
1日頃）より前に入力を終えてください。新専攻医募集の開始と共に、「労働時間・水準」の編
集が不可となるようシステム上で編集操作を制御します 。

◼ 「労働時間・水準」の操作でご不明な点が生じた場合は、厚生労働省 医政局 医事課 医師等医療
従事者働き方改革推進室まで電話でご連絡ください。なお、本操作以外の医師の働き方改革関連
のお問合せにつきましては、内容に応じて、各都道府県医療勤務環境改善支援センター等をご紹
介させていただきます。また、「労働時間・水準」以外の操作説明・質疑対応は、厚生労働省で
は承っておりません。担当が不在の場合や、通話中の場合は悪しからずご了承ください。

TEL：03-3595-2232（直通）
◼ 最後に、今回のご依頼は、プログラムに含まれる各施設にお問合せをいただく等、特にプログラ

ム統括責任者の先生方には大変なご足労をおかけいたしますが、新専攻医への適切な情報提供の
観点からも、何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、こうした内容を、他施設か
らお問合せを受けられた専門研修施設の皆様におかれましては、何卒、ご対応いただけますよう、
重ねてお願いいたします。


